
 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

タイ財務省関税局は関税局告示第

47/2563（2020年）を発表し、一時的

に、輸入者は承認を得た上で、通関

手続きにおいて原産地証明書（フォ

ームE）の写しを提出する事ができる

ようになりました。
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中国各地で、中国政府による新型コロナウィルス

（COVID-19 ）の検疫管理措置が行われた事により、

中国ASEAN自由貿易協定（ACFTA）に定められる通

常の通関手続きに必要となる原産地証明書（フォーム

E）の入手ができない輸入業者が発生することが考え

られます。

これに対し、タイ関税局は一時的に運用上の要件を

緩和する関税局告示第47/2563（2020年）を発表しま

した。 

本告示の内容は以下をご参照ください。 
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主な内容 

 
2020年3月3日から5月31日までの間、輸入者は承認を得た上で、通関手続きにおいて原産地証明書（フォームE）の写

しを提出する事ができるようになりました。写しの使用の承認を得るには、以下の手続きが必要です。 

 

• オンラインエントリーシステム上の輸入通関フォームに、「現在、原産地証明書（フォームE）の写しの使用を申

請し、後にフォームEの原本を提出する」と言う旨のタイ語の文言(ขอใชส้ ำเนำภำพถ่ำยหนงัสือรับรองถิ่นก ำเนิดสินคำ้ (Form E) ไป
พลำงก่อนและจะย่ืนตน้ฉบบั Form E ในภำยหลงั)を追加する。 

• 関税局告示第132/2562(2019年)の下、通関手続きを進めるために原産地証明書（フォームE）の写しの使用を

認める申請書類に記入をする。本告示は、中国ASEAN自由貿易協定（ACFTA）の下、免税や減税について定

めたもので、申請フォームは告示に付随されており、こちらから入手が可能です。 

• オンラインシステムを通じて税関職員との面談を申請する。 

• 原産地証明書（フォームE）の写しと承認済みの申請書を受け取るため、税関職員と面談を行う。 

 
輸入者は輸入商品が税関を通過した後、30日以内に原産地証明書（フォームE）の原本を提出する必要があります。も

し、輸入業者が、30日以内に原産地証明書（フォームE）の原本を提出できない場合には、税関は特恵関税の使用を無

効と考えます。つまり、税関は査定通知書を発行し、輸入者は未払関税および金利等を支払わなければなりません。 

原産地証明書（フォームE）の原本が30日以内に発行できるかどうかが不明であり、かつ輸入者が税関の査定通知書

に対し異議申立を行う可能性がある場合には、輸入者はこの方法を選択する場合の潜在的な影響を考慮する必要が

あります。 

輸入者が30日以内に原産地証明書（フォームE）の原本を発行できない可能性がある事を予め分かっている場合には、

通常の手続きにより関税の全額を納付し、特恵関税の使用を請求する権利を留保することができます。原産地証明書

（フォームE）は商品が輸出されてから1年間は遡って発行する事ができるため、輸入者が原産地証明書（フォームE）の

作成が可能となった時に特恵関税の適用を請求する事は認められます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.customs.go.th/data_files/881e47a750db06cc60c79fa8a524937f.pdf
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* この日本語版レポートは日系企業の皆様を対象に英語版のオリジナルを翻訳したものです。英語版と日本語版との間に齟齬がある場合は

英語版を優先します。また、タイ国における法令の改正動向等の情報提供を目的に発行されたものであり、全ての事例に対して適用されな

い場合があります。特定の案件につきましては、別途弊社までご相談下さい。弊事務所の許可なくこのレポートの全部又は一部を転載する

ことを禁止します。ご不明の点がありましたら、弊事務所(電話番号：(662) 844-1000)までお問い合わせ下さい。 
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